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 １ タブレット端末の利用について  

 

皆さんが成長し、活躍するこれからの未来は、現実空間と仮想空間を高度に融

合させた新たな社会(Society5.0※１)といわれており、現時点で皆さんがＩＣＴ

(※２)を活用することは、必要不可欠なものとなっております。 

入間市教育委員会では、皆さんの学びを保障し、皆さん一人一人が未来におい

ても活躍できるよう、１人１台のタブレット端末を導入し、積極的な活用を推進

していきます。 

タブレット端末は、普段の授業だけでなく、校外学習、クラブや部活動、家庭

での学習やオンライン学習など、様々な形態で活用していきます。 

皆さんが、自分の夢の具現化に向け、安全かつ主体的に取り組むことができる

よう、本手引きの内容を理解し、ＩＣＴを正しく活用していってください。 

 

 

令和６年４月 

 

 

入間市教育委員会 

 

※１「Society ５.0」 
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発

展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会のこと。 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社

会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において日本が目指

すべき未来社会の姿として提唱された。 

 

※２ 「ＩＣＴ」とは 
Information and Communication Technology（インフォメーション アンド コミュニケーション テ

クノロジー）の略で、通信技術を使って人とインターネット、人と人が繋がる技術のこと。 
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２ 機種及び付属品について  

 

□本 体  Apple iPad （以下「タブレット」） 

□付属品  保護ケース、AC アダプタ・充電コード 
 

 

 

 

 

       本 体         保護ケース       AC アダプタ・充電コード 

 

 ３ タブレット利用上の注意事項  

このタブレットは、学校および家庭での学習で活用していただく情報機器で

す。タブレットは児童生徒に貸与し、入学から卒業まで利用します。紛失・破

損しないよう、下記の注意事項に注意して利用してください。 

 

□ 学校や家庭で学習するためのツール（道具）として利用してください。 

□ 目への負担等を減らすため、２１：００から６：００までの時間帯はタブレ

ットを使用しないでください。この時間帯にはインターネットが使用できま

せん。 

□ SNS やネットゲーム、ユーチューブは、原則利用できません。 

□ パスワード(パスコード)は他人に教えないでください。 

□ カメラ撮影・動画撮影（スクリーンショットを含む）を行うときは、撮影さ

れる人の許可を得てください。 

□ 他人の画像・音声・動画・個人情報（名前、住所等）は、本人の同意にかか

わらず撮影(スクリーンショットも含む)・所持・送信・公開してはいけません。 

□ 本人の許可なく他人のタブレットを使用等してはいけません。 

□ 長時間利用する際は、途中で休憩をするなどして、健康面にも配慮してくだ

さい。 

□ 授業中等、先生の指示に従って利用してください。学校での利用後は充電保

管庫にしまいます。 

□ 紛失や盗難、破損等には十分に気をつけてください。紛失や盗難、破損等が

起きた場合は担任へ速やかに報告してください。 

□ 「タブレット利用の手引き」に記載されていないタブレットの取扱いについ

ては、入間市教育委員会の指示に従ってください。 
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３-１ はじめに読みましょう 

１）ネットワーク環境について 

タブレットは iPad という機種を選定しています。この機種はインターネ

ットが接続できる環境で利用するタブレットです。ＬＴＥ(携帯電話回線)

を利用してインターネットにつながります。ただし、通信量がかかります

ので使い過ぎないようにしてください。特に過度な動画等の閲覧を控える

ようにしましょう。 

２）タブレットの充電について 

□タブレットの充電状況をよく確認しましょう。充電容量が 50％以下にな

る前に、なるべく充電をお願いします。またモバイルバッテリーの持ち

込みは禁止です。 

□学校では充電保管庫で管理します。各家庭では、タブレットと共に貸し

出すＡＣアダプタ・充電コードかご家庭で使用可能な機器で充電してく

ださい。 

 

３-２ 禁止事項 

１）Apple ID 名の変更 

□Apple ID 名の変更はできません。Apple ID を変更するとネットワーク認

証ができず、タブレットを利用することができません。 

□個人の Apple ID を使用することはできません。 

□UIM カードを抜かないでください。 

２）アプリケーションソフト（以下「アプリ」）の削除禁止 

□すでにインストールされているアプリを削除してはいけません。 

３）アプリのインストールについて 

□無断でアプリをインストールすることを固く禁じます。インストールす

ることで他人の情報機器に悪影響を及ぼし、インターネットに接続でき

ない、個人情報が漏洩するといったことが生じる危険性があります。 

４）学習目的以外のサイトの利用について 

□学習目的外のサイトを利用することはできません。有害サイト等への接

続を防止するため、接続サイトのログが記録されます。 

５）セキュリティについて 

□タブレットにはアプリの削除・インストールの制限、学習目的以外のサ

イトの利用制限などが設定されています。これらの設定を故意に変更す

るような行為をしてはいけません。間違って設定を変更してしまった場

合は、すぐに担任に申し出てください。 

 

 



 

- 4 - 

 

６）他人の ID の使用とタブレットの貸し借りについて 

□勝手に他人の「ID・パスワード」を不正に使用する行為は禁止します。 

□タブレットは入間市教育委員会の持ち物です。友人等、他人に貸した

り、借りたりすることは禁止します。それによって、無用なトラブルを

防ぐことができます。 

 （先生の指示がある場合は、この限りではありません。） 

□保護者が自己の都合でタブレットを利用することも禁止します。 

 

３-３ 制限事項 

１）初期パスコードの変更（初期設定 中学校：111111） 

→変更後（       ） ※パスコードの変更は７ページを参照。 

初期パスコードは必ず自分の分かるパスコードに変更してください。第

三者が勝手に使用することを防ぐことができます。パスコードを変更した

時は必ず担任に伝えましょう。それ以外の人に教えてはいけません。 

２）パスコード忘れ 

□設定したパスコードを忘れてしまった場合には、すぐに担任へ伝えまし

ょう。情報管理担当にて確認の上、新たなパスコードを発行します。 

※パスコードを何度も間違えるとロックがかかります。そして、さらに間

違い続けると、さらに強力なロックがかかってしまい、業者にロック解

除をしてもらうことになります。パスコード忘れに気付いた時点で、何

度も入力せず、担任に報告をしましょう。 

３）アップデートについて 

□「アップデートをしてください」と画面に出てもアップデートをしない

でください。アップデートは学校からの指示に従ってください。 

４）利用場所等について 

□タブレットは精密機械です。大切に取り扱いましょう。タブレットは防水

ではありません。トイレや浴室等で使うと故障の原因となります。 

 また、落としたり、重いものを乗せたりしないでください。 

□万一、紛失や故障等があった場合には、すぐに担任・保護者へ申し出ると

ともに、９ページの「タブレット紛失・破損等の対応について」に従って

手続きしてください。 

５）電源について 

□タブレット本体の主電源は、原則切らないでください。紛失時に端末(本

体)検索を行えるよう、常に主電源は『ＯＮ』の状態にしておいてくださ

い。 
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３-４ 情報モラルに関すること等 

１）インターネットについて 

□インターネットは調べ学習など、学習の一環で利用します。有害サイト

等、学習に関係のないものは利用しないでください。 

２）機器依存症について（※保護者の方へ） 

□ご家庭でのタブレット利用は保護者の監督のもとでお願いします。深夜ま

でタブレットを利用すると、依存症など健康を害する恐れがあります。お

困りの場合には、遠慮なく担任へお申し出ください。その場合、保護者と

相談の上、タブレットの一時預かり等を検討いたします。 

３）タブレット等に貼付のシールについて 

□生徒全員が同一機種を利用しますので、テープに書いてある番号でタブレ

ットを分けています。タブレット等に貼付のシールは、はがさないでくだ

さい。  

 

３-５ よく質問される内容 

１）私物のタブレットを学校で利用しても良いですか。 

入間市教育委員会より１人 1 台のタブレットを貸与します。そのため、

私物のタブレット等の持ち込みはできません。 

２）家庭で利用しているネットワークに接続できますか。 

家庭においては、Wi-Fi 接続設定を行えばご家庭でのネットワーク利用

も可能です。接続設定の御協力をお願いします。家庭にネットワーク環境

が無くても LTE(携帯電話回線)を利用していつでも接続できます。 

３）紛失や破損した場合はどうしたらいいですか。 

紛失や破損等した場合は、すぐに担任へ申し出てください。保護者から、

「タブレット等破損届・修理願い」、「タブレット等紛失届」を学校へ提出し

てください。 
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 ４ タブレットの初期設定等について  

 

４-１ タブレットの起動の仕方 

右上のスイッチを押すか、画面下の丸いボタンを押し、パスコードを入力す

る。 

 

４-２ パスコードの変更の仕方 

① ホーム画面の「設定」 → 「Touch ID とパスコード」 

② パスコード入力（現在のパスコード） 

③ 「パスコードを変更」  

 

 

  「設定」アイコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 古いパスコード （現在のパスコード） 

⑤ 新しいパスコード（自分で決める） 

⑥ 新しいパスコードをもう一度入力する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          新しいパスコードの入力      もう一度入力 

 

 

    古いパスコードの入力 

 

これでパスコードが変更できました。４ページの記入欄に記入し、担任に報

告してください。 
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４-３ 学習ソフトの使い方について 

１）学習支援ソフト（ミライシード）の起動の仕方 

①ホーム画面上のミライシード（WEB クリップ）をタッチする。 

②ログイン画面で「がくねん・くみ」、「しゅっせきばんごう」、「パスワー

ド」を入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ログイン画面は学校ごとに分かれているので、他校のタブレットから

ログインはできません。 
 

③私物の端末やパソコンで学習を行う場合は、担任の先生から配布される学

校のログインアドレス（URL）からログインしてください。 

 

２）学習ドリル教材（ｅライブラリ）の起動の仕方 

①ホーム画面上のｅライブラリ（WEB クリップ）をタッチする。 

②ログイン画面で「学校コード」、「ログイン ID」、「パスワード」を入力す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③私物の端末やパソコンで学習を行う場合は、下記ログインアドレス（URL）

からログインしてください。 

（https://ela.education.ne.jp/students） 


